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市県民税申告相談日程

２
月
16
日（
木
）～
３
月
15
日（
水
）

市
・
県
民
税
の
申
告

お
忘
れ
な
く

�
今
年
�
�
市
�
県
民
税
�
申
告
時
期
�
近
�
�
�
�
�
�
�
�
申
告
期

間
�
��
月
16
日�
木
��
�
�
月
15
日�
水
��
�
�
�
�
月
間
�
�
�

�
申
告
�
必
要
�
�
�
人
�
�
期
間
内
�
忘
�
�
�
申
告
�
�
�
�
�

�
��
�
�申
告
相
談
�
�各
支
所
�
�
�
�13
�
15
�
�
�
�
日
程
表
�

�
�
�
実
施
�
�
�
�

税

市
・
県
民
税
の
申
告

税

市
・
県
民
税
の
申
告

申
告
期
間

申
告
が
必
要
と
な
る
人

申
告
に
必
要
な
も
の

お
気
を
つ
け
く
だ
さ
い

確
定
申
告
が
必
要
な
人

　
次
の
内
容
に
該
当
す
る
人
は
、

市
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

●
平
成
18
年
１
月
１
日
現
在
、庄

原
市
に
住
所
の
あ
る
人
で
、平
成

17
年
中(

１
月
１
日
～
12
月
31
日)

の
所
得
の
合
計
額
が
基
準
額（
28

万
円)

を
超
え
る
人

●
給
与
収
入(

賃
金
・
パ
ー
ト
を
含

む)

の
場
合
、年
末
調
整
を
さ
れ
て

い
な
い
収
入
が
93
万
円
を
超
え

る
人

●
年
金
収
入
の
場
合
、98
万
円（
65

歳
以
上
の
人
は
148
万
円)

を
超
え

る
人

●
サ
ラ
リ
ー
マ
ン(

給
与
所
得
者)

で
、給
与
以
外
の
所
得
が
あ
る
人

●
所
得
証
明
な
ど
が
必
要
な
人
は
、

基
準
額
以
下
で
も
申
告
が
必
要

で
す
。

　
ま
た
、次
の
内
容
に
該
当
す
る

人
は
、所
得
税
の
確
定
申
告
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

●
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
、譲

渡
所
得
な
ど
が
あ
る
人
で
、平
成

17
年
中
の
所
得
の
合
計
額
が
所

得
控
除
の
合
計
額
を
超
え
る
人

●
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
、

①
給
与
の
収
入
が
２
、０
０
０
万

円
を
超
え
る
人

②
給
与
所
得
以
外
の
所
得
が
20

万
円
を
超
え
る
人

③
給
与
を
２
カ
所
以
上
か
ら
も
ら
っ

て
い
る
場
合
は
、従
た
る
給
与
の

収
入
と
給
与
所
得
以
外
の
所
得

の
合
計
が
20
万
円
を
超
え
る
人

④
年
の
中
途
に
退
職
し
て
、年
末

調
整
を
受
け
て
い
な
い
人

●
印
鑑

●
農
業
や
営
業
な
ど
の
事
業
所

得
の
あ
る
人
は
、平
成
17
年
中
の

所
得
の
明
細(

所
得
計
算
に
必
要

な
帳
簿
や
領
収
証
、支
払
証
明
書

な
ど)

●
給
与
収
入
や
年
金
収
入
の
あ

る
人
は
、源
泉
徴
収
票
や
支
払
証

明
書

●
生
命
保
険
料
控
除
や
損
害
保

険
料
控
除
、寄
付
金
控
除
を
受
け

る
人
は
、領
収
証
や
支
払
証
明
書

●
国
民
年
金
の
控
除
を
受
け
る

人
は
、今
回
か
ら
保
険
料
控
除
証

明
書
や
領
収
証
が
必
要
で
す

●
医
療
費
控
除
や
雑
損
控
除
を

受
け
る
人
は
、領
収
証
や
明
細
書

(

保
険
な
ど
の
補
て
ん
が
あ
る
場

合
は
、そ
の
明
細
書
な
ど)

●
所
得
税
の
納
税
・
還
付
に
金
融

機
関
の
預
金
口
座
の
利
用
を
希

望
さ
れ
る
方
は
、
口
座
番
号
・
銀

行
印

●
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を

受
け
る
人
は
、登
記
簿
謄
本
ま
た

は
抄
本
、売
買
契
約
書
ま
た
は
工

事
請
負
契
約
書
の
写
し
、住
民
票

の
写
し
、住
宅
取
得
に
係
る
借
入

金
の
年
末
残
高
等
証
明
書
な
ど

●
新
規
に
障
害
者
控
除
を
受
け
ら

れ
る
場
合
は
、障
害
を
証
明
す
る

手
帳
な
ど
、肉
用
牛
の
免
税
を
受

け
ら
れ
る
場
合
は
、販
売
証
明
書

◆
源
泉
徴
収
票
や
各
種
証
明
書
は
、

必
ず
原
本
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
税
務
署
か
ら
は
が
き
で
の
案

内
の
あ
っ
た
人
は
、必
ず
税
務
署

で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

税
務
署
か
ら
期
日
指
定
通
知
の
あ
っ

た
人
は
、指
定
日
に
申
告
し
て
く

だ
さ
い
。

◆
申
告
は
、郵
送(

３
月
15
日
消
印

有
効)

で
も
で
き
ま
す
。

①
農
業
所
得
の
申
告
を
さ
れ
る

人
は
、必
ず
収
支
内
訳
書
あ
る
い

は
月
別
集
計
表
を
作
成
し
て
、当

日
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

②
医
療
費
控
除
の
あ
る
人
は
、領

収
書
な
ど
を
、日
付
順
・
個
人
別
・

医
療
機
関
別
に
分
け
て
集
計
し
、

当
日
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

③
農
業
所
得
の
申
告
を
さ
れ
る

人
で
、収
支
内
訳
書
あ
る
い
は
月

別
集
計
表
を
作
成
し
て
い
な
い
方
、

医
療
費
控
除
を
受
け
ら
れ
る
方

で
集
計
を
し
て
い
な
い
方
は
、申

告
相
談
の
時
間
短
縮
の
た
め
、会

場
に
お
い
て
、ご
自
分
で
集
計
し

て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、時
間
が

か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。あ
ら

か
じ
め
、ご
了
承
く
だ
さ
い
。

④
各
地
区
の
割
当
日
に
申
告
し

て
い
た
だ
く
よ
う
、ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

⑤
申
告
者
が
集
中
し
た
場
合
は
、

会
場
で
お
待
ち
い
た
だ
く
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

⑥
税
務
署
か
ら
申
告
書
が
送
付

さ
れ
て
い
る
場
合
は
、忘
れ
ず
に

ご
持
参
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

庄
原
市
税
務
課
市
民
税
係
　
　

鈎
０
８
２
４
―
７
３
―
１
１
４
６

各
支
所
税
務
担
当
係（
連
絡
先
は

各
日
程
表
の
下
部
に
記
載
）

庄
原
税
務
署

鈎
０
８
２
４
―
７
２
―
０
４
６
４

　
２
月
16
日(

木)

か
ら
３
月
15
日

(

水)

ま
で
、各
表
の
日
程
で
市
・
県

民
税
の
申
告
相
談
を
受
け
付
け

ま
す
。

　
な
お
、申
告
相
談
は
、こ
れ
ま
で

ど
お
り
各
支
所
で
受
け
付
け
ま
す
。

　
申
告
に
つ
い
て
分
か
ら
な
い

こ
と
な
ど
あ
り
ま
し
た
ら
、最
寄

り
の
相
談
会
場
ま
で
お
越
し
く

だ
さ
い
。

①
２
月
16
日（
木
）～
３
月
１
日（
水
）

の
間
は
、市
役
所
で
の
申
告
相
談

は
行
い
ま
せ
ん
。

②
今
年
度
も「
市
民
税
・
県
民
税
申

告
書
」は
送
付
し
て
い
ま
せ
ん
が
、

「
申
告
が
必
要
と
な
る
人
」に
該
当

す
る
人
は
、申
告
を
お
願
い
し
ま

す（
郵
送
に
よ
る
申
告
を
希
望
す

る
場
合
は
、市
役
所
ま
た
は
最
寄

り
の
公
民
館
、庄
原
農
協
各
支
店

に
申
告
書
を
用
意
し
て
い
ま
す
）。

■
問
い
合
わ
せ

税
務
課
市
民
税
係

鈎
０
８
２
４
―
７
３
―
１
１
４
６

　

�  

願  

�

市
・
県
民
税
の
申
告
相
談

2月16日（木）

17日（金）

20日（月）

21日（火）

22日（水）

23日（木）

24日（金）

27日（月）

28日（火）

3月1日（水）

2日（木）

3日（金）

6日（月）

7日（火）

8日（水）

9日（木）

10日（金）

13日（月）

14日（火）

15日（水）

平成18年度

北公民館
鈎72－0564

市役所
2階会議室
鈎73-1146

山内公民館
鈎74－0451

敷信公民館
鈎72－0571

峰田公民館
鈎78－2849

高公民館
鈎72－0935

高町のうち　　上組、市場、貝六

本村町のうち　下本　上谷町

川北町のうち　合の峠、田の平、大津恵、
　　　　　　　秋国、盤の谷、須川

川手町のうち　　沖組、下組

永末町
掛田町

予備日

大久保町
東本町二丁目

川北町のうち　　市場、茶屋、富田
門田町のうち　　下組、進農

実留町のうち　1区、2区、3区

峰田町のうち　峰、発展、赤川
　　　　　　　津谷、仲蔵

高町のうち　　高取、上組上
小用町

東本町三丁目
西本町三丁目

実留町のうち　4区
一木町
板橋町のうち　東、池の内（他は3月10日）

月　　日 場　　　所 午　前（受付　8時30分～11時30分） 午　後（受付　13時～16時30分）

本村公民館
鈎78－2743

殿垣内町
平和町

山内町のうち　　行里、日向

高茂町
水越町

田原町

宮内町
中本町一丁目

高門町
新庄町のうち  　西

上原町のうち　　南
西本町四丁目

七塚町のうち　　東

本町
三日市町のうち　　三日市第2区

高町のうち　　三協、夜燈

川西町

本村町のうち　上本、中本

峰田町のうち　雪霜、片山、元実、大歳、大谷
春田町

川北町のうち　八幡、天満、下重行、上重行

濁川町
門田町のうち　平組、中原

本郷町
尾引町

山内町のうち　隠地、山王
木戸町

市町

戸郷町
三日市町のうち　山の崎住宅
西本町一丁目

是松町
新庄町のうち　　東

上原町のうち　　1区
中本町二丁目

七塚町のうち　　西
東本町四丁目

川手町のうち　　上組、中組

板橋町のうち　　西（池の内は2月22日）
東本町一丁目

三日市町のうち　三日市第1区、第3区
西本町二丁目

庄
　
原

市外局番：0824
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税

市
・
県
民
税
の
申
告

税

市
・
県
民
税
の
申
告

①
３
月
１
日（
水
）の
簡
易
申
告
日
は
、原
則

年
金
所
得
の
み
の
方
と
給
与
の
還
付
申
告
な

ど
の
簡
易
申
告
相
談
日
で
す
。

②
２
月
20
日（
月
）・
21
日（
火
）は
、庄
原
税
務

署
の
出
張「
所
得
税
申
告
相
談
日
」で
す
の
で
、

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

西
城
支
所
市
民
課

鈎
０
８
２
４
―
８
２
―
２
１
２
４

①
該
当
日
に
都
合
が
悪
い
場
合
は
、東
城
支

所
会
場
で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

②
表
の
日
程
中
は
、東
城
支
所
市
民
課
で
の

申
告
相
談
は
行
い
ま
せ
ん
。

③
今
年
か
ら
、青
色
申
告
者
の
相
談
日
は
税

務
署
の
相
談
日
３
日
間
と
な
り
ま
す
。そ
れ

以
外
は
、税
務
署
に
直
接
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

東
城
支
所
市
民
課

鈎
０
８
４
７
７
―
２
―
５
１
２
１

　
指
定
日
以
外
に
お
越
し
の
際
は
、で
き
る

だ
け
午
後
の
来
場
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

口
和
支
所
市
民
課

鈎
０
８
２
４
―
８
７
―
２
１
１
２

①
今
年
度
か
ら
、会
場
が
高
野
支
所
２
階
へ

変
更
と
な
っ
て
い
ま
す
。

②
２
月
28
日（
火
）は
、割
当
の
地
域
と
税
務

署
の
職
員
に
相
談
し
た
い
方
の
相
談
日
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ

高
野
支
所
市
民
課

鈎
０
８
２
４
―
８
６
―
２
１
１
５

　「
住
宅
借
入
金（
取
得
）等
特
別
控
除
等
」を

受
け
よ
う
と
さ
れ
る
場
合
や
、「
配
当
所
得
」、

「
商
品
先
物
取
引
」、「
山
林
所
得
」に
よ
る
所

得
が
あ
る
人
は
、で
き
る
だ
け
２
月
27
日（
月
）

の
税
務
署
相
談
日
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

比
和
支
所
市
民
課

鈎
０
８
２
４
―
８
５
―
３
０
０
１

①
指
定
日
に
申
告
で
き
な
い
方
は
、３
月
15

日（
水
）ま
で
の
全
域
が
対
象
の
日
に
支
所
で

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

②
２
月
23
日（
木
）か
ら
３
月
６
日（
月
）ま
で

は
各
地
域
に
出
向
き
ま
す
の
で
、支
所
で
の

申
告
は
で
き
ま
せ
ん
。

■
問
い
合
わ
せ

総
領
支
所
市
民
課

鈎
０
８
２
４
―
８
８
―
３
０
６
３

西
　
城

東
　
城

口
　
和

高
　
野

比
　
和

総
　
領

市県民税申告相談受付日程表平成18年度

2/16（木）

17（金）

20（月）

21（火）

22（水）

23（木）

24（金）

27（月）

28（火）

3/1（水）

2（木）

3（金）

6（月）

7（火）

8（水）

9（木）

10（金）

13（月）

14（火）

15（水）

月　日 場　所 受付時間　9時～12時
　　　　 13時～16時

東城地域

東城支所
３階
大会議室
鈎2-5121

帝釈環境
改善センター
鈎6-0055

東城支所
３階
大会議室
鈎2-5121

川西（宮平、比奈、上市、新丁）

川西（陰地、川西下）

川東（久松、下１
～下６を除く）

三坂、新免

久　代

川東（久松、下１
～下６）

東城
（新町、館町以外）

粟田（東区、南区）、竹森
東城（館町）

川西（上記以外）、菅、受原

田黒、帝釈山中
保田

受付時間
9時30分～16時

森

千鳥、塩原

川鳥

受付時間
9時30分～16時

内堀、小串

小奴可（川より西）

小奴可（川より東）、
加谷、持丸、板井谷

帝釈未渡、帝釈始終、
帝釈宇山

受付時間

9時30分～16時

粟田（中区、北区）
東城（新町）

戸宇

福代、上記以外

税務署から
申告相談日
が指定され
ておられる
方、青色申
告の方

八幡多目的
研修センター
鈎4-0205

内堀健康
増進センター
鈎5-0057

場　所 受付時間　9時～12時
　　　　 13時～16時

西城地域

西城公民館
１階農研室
鈎82-2124

予備日

大　屋、入　江

高　尾
税務署
相談日

八　鳥、平　子

中　野、福　山

予備日

簡易申告日

小鳥原、西　城

熊　野、栗

予備日

大　佐、油　木

三　坂、中　迫

場　所 受付時間　9時～12時
　　　　 13時～16時

口和地域

税務署
相談日

竹地本谷、下槙原、上槙原

全域

口和支所
鈎87-2112

ヒューマン
ライツ
鈎87-2213

芦原、麻志
落合、真金原

伊与谷、岩根、川東

永石、永沢、一日市、藤根

池津、矢渕、湯木市場

宮沖、永田市場、大塩

中郷、福祉村、深屋

宮下、宮下ハイツ、大久保

元恒、出雲石

金田本谷、塩谷

石谷、下金田

常定東、常定西

田口、熊谷、紙谷、桑垣内

中組、宮内市場、大草黒谷

木原後庵、向住

日南、吉木、皆原

大佐古、原畑、大月市場

岡組、上組

全域

ヒューマン
ライツ
鈎87-2213

口和保健
センター
鈎89-7070

市県民税申告相談受付日程表平成18年度

2/16（木）

17（金）

20（月）

21（火）

22（水）

23（木）

24（金）

27（月）

28（火）

3/1（水）

2（木）

3（金）

6（月）

7（火）

8（水）

9（木）

10（金）

13（月）

14（火）

15（水）

月　日 場　所 受付時間　9時～11時
　　　　 13時～16時

比和支所  
特設会場 
鈎85-3001

布　見

永　原

山　王

比和谷

比和上、比和中、比和下

石ケ原

午前:越 原
午後:事務整理日

午前:古頃上
午後:中先途

税務署相談日

午前:古頃下
午後:甲之邑

午前:木屋原上
午後:木屋原中

小和田南

午前:木屋原下
午後:絞 り

小和田東

小和田北

福田上

事務整理日

福田下

元　常

事務整理日

比和地域
場　所 受付時間　9時～11時

　　　　 13時～16時

高野支所
２階特設
会場
鈎86-2115

上湯川のうち
俵原、餅ノ実、郷原、上湯川中

中門田

岡大内のうち　半戸、大野
奥門田のうち　金尾

岡大内のうち　岡、大内
奥門田のうち　奥門田上

奥門田のうち　湯ノ谷、
西川、奥門田中、奥門田下

下門田

上里原

高　暮

新　市のうち
上本町、祇園町、土手

新　市のうち

新町、札場

新　市のうち
下本町、西町

新　市のうち
市原、東半戸、殿垣内

新　市のうち
別所、上市、和手川、川角

南

上湯川のうち 笹谷
下湯川のうち 土居

下湯川のうち 尻無、
下湯川中、下湯川下

税務署

相談日

事務整理日

和南原のうち
貝崎、寸為、和南原開拓

和南原のうち
水谷、隣組、奥三沢

和南原のうち

篠原、深石、三沢

高野地域
場　所 受付時間　9時～12時

　　　　 13時～16時

全　域

稲草西自治振興会館
鈎88-2251

木屋自治振興会館
鈎88-2225

上市自治振興会館
鈎88-2366

五領自治
振興会館
鈎88-2364

亀谷自治振興会館
鈎88-2204

黒　目

亀　谷のうち 五郎丸を除く
五　箇のうち 矢谷

亀　谷のうち 五郎丸
上領家、中領家

五　箇のうち矢谷を除く

上　市

稲草西

木　屋

下領家

全　域

総領支所２階
第1・第2会議室
鈎88-3063 

総領支所２階
第1・第2会議室
鈎88-3063

黒目自治振興会館
鈎88-2705

総領地域

東城地域以外：0824
東 城 地 域：08477

市外
局番
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